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政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

  令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
教 育 部 教 育 総 務 課  

案 件 名 称  三 浦 市 教 育 大 綱 の 策 定 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

令 和 ８ 年 ３ 月 1 1 日  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 別 紙 案 を 三 浦 市 教 育 大 綱 と す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

教 育 大 綱 に つ い て は 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る

法 律 第 １ 条 の ３ 第 １ 項 に お い て 、 地 方 公 共 団 体 の 長 が そ の 地 域

の 実 情 に 応 じ て 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 教 育 等 の 振 興 に 関 す る 総

合 的 な 施 策 の 大 綱 を 定 め る も の と さ れ て い る 。  

ま た 、 同 条 第 ２ 項 で は 、 大 綱 を 定 め 、 又 は こ れ を 変 更 し よ う

と す る と き は 、 総 合 教 育 会 議 で 協 議 す る も の と さ れ て い る 。  

な お 、 令 和 ８ 年 ２ 月 1 3 日 開 催 の 令 和 ７ 年 度 第 １ 回 三 浦 市 総

合 教 育 会 議 に お い て 、 市 長 と 教 育 委 員 会 と の 協 議 は 終 了 し て い

る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

教 育 大 綱 は 市 長 が 策 定 す る 三 浦 市 総 合 計 画 の 教 育 に 関 す る 部

分 の 内 容 に 即 し た 形 で 策 定 し て い る 。  

総 合 計 画 も 教 育 大 綱 も 市 長 が 市 の 施 策 に つ い て 総 合 的 に 定 め

た も の で あ り 、 整 合 性 を 持 っ た も の で な け れ ば な ら な い と 考 え

る 。  

総 合 計 画 、 行 政 革 命 戦 略 及 び 予 算 と の 関 係  

施 策 大 綱 １  「 ひ と 」 が つ な が り 、 健 や か な 未 来 を 育 む 都 市  

目 標 （ ２ ） 子 育 て ・ 教 育  全 て の こ ど も が 、 自 分 ら し く 未 来

に 向 か っ て 、 豊 か な 自 然 と と も に 育 つ ま ち を 目 指 し ま す 。  

備 考  説 明 員  浦 西 教 育 総 務 課 長  

阿 井 教 育 総 務 課 教 育 総 務 Ｇ Ｌ  

 


